
労働者派遣法に基づきマージン率等を公開しております。

１．労働者派遣の実績及びマージン率等

派遣
労働者数

派遣先
事業所数

派遣料金の
平均額※1

派遣労働者の
賃金平均額※1

マージン率
　　　　　※2

3 3 48,200 円 35,106 円 27.2%

※1：1日8時間あたりの平均

※2マージン率に含まれる必要な経費

　・社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料）

　・労働保険料（労災保険料、雇用保険料）　　　・健康診断費用　　　

　・教育・訓練費（資格取得費等）　　　　　　　　　・広告宣伝費　　　　

　・有給休暇費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・家賃・事務経費等

　

２．労使協定を締結しているか否かの別等

・労使協定の締結の有無 有り

・対象となる派遣労働者範囲 全ての派遣労働者

・労使協定の有効期間 2025年4月1日 ～ 2026年3月31日

３．教育訓練に関する事項

・概要 個人情報保護教育/情報セキュリティ教育

能力向上研修（リーダーシップ等）

・実施方法 OFF-JT

・費用負担 無償

・賃金支給 有給

・相談窓口 電話または事務所内での相談可

総務部　部長　03-5823-4734

2024年6月30日現在

【マージン率等の公開資料】


